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令和６年度 九戸村人事行政の運営等の状況の公表 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 (1) 職員の任免 

  ア 職員の採用（令和 5 年度） 

区  分 合  計 事 務 職 保 育 士 保 健 師 

新 規 採 用 6 人 4 人 － 2 人 

新規再任用 3 人 3 人 － － 

 

  イ 職員の退職（令和 5 年度） 

区  分 合  計 事 務 職 保 育 士 保 健 師 

定 年 退 職 － － － － 

勧 奨 退 職 － － － － 

そ の 他 2 人 2 人 － － 

再任用の満了 2 人 2 人 － － 

計 4 人 4 人 － － 

 

 (2) 職員数 

  ア 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4 月 1日現在）            （人） 

区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和 5年 令和 6年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 
一

般

行

政

部

門 
議  会 2 2 0  

総  務 18 18 0  

税  務 4 4 0  

民  生 19 17 △2 人員配置による減 

衛  生 5 6 1 体制強化による増 

農林水産 9 8 △1 人員配置による減 

商  工 2 2 0  

土  木 6 6 0  

小 計 65 63 △2  

教
育

部
門 

教  育 6 8 2 体制強化による増 

小 計 6 8 2  

 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

水  道 2 2 0  

下 水 道 2 2 0  

そ の 他 3 3 0  

小 計 7 7 0  

合    計 
78 

（85） 

78 

（85） 
0  

   （注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

      ２（ ）内は、条例定数の合計です。 
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  イ 年齢別職員構成の状況（令和 6年 4月 1 日現在） 

区分 
20 歳 

未満 

20 歳 
～ 

23 歳 

24 歳 
～ 

27 歳 

28 歳 
～ 

31 歳 

32 歳 
～ 

35 歳 

36 歳 
～ 

39 歳 

40 歳 
～ 

43 歳 

44 歳 
～ 

47 歳 

48 歳 
～ 

51 歳 

52 歳 
～ 

55 歳 

56 歳 
～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

職員数 
人 

0 

人 

8 

人 

4 

人 

6 

人 

15 

人 

11 

人 

10 

人 

10 

人 

3 

人 

2 

人 

4 

人 

5 

人 

78 

 

  ウ 職員数の推移 

（単位：人、％） 

区分 

部門 
H31 年 R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 

過去 5年間の 
増減数（率） 

一般行政 59 54 64 63 65 65 6（10.2％） 

教  育 7 7 7 6 6 6 △1（△14.3％） 

普通会計計 66 61 71 69 71 71 5（7.6％） 

公営企業等会計 7 7 7 7 7 7 0（0％） 

総合計 73 68 78 76 78 78 5（6.8％） 

 

２ 職員の人事評価の状況 

平成 28 年度の地方公務員法改正により、人事評価制度が開始されました。本村においても、

「九戸村職員の人事評価実施要領」に基づき、「能力評価」と「業績評価」の両面から評価を実

施し、人事管理の基礎としております。 

 

３ 職員の給与の状況 

 (1) 人件費の状況（令和 5 年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

(令和 6 年 3 月 31 日) 

歳 出 額 

A 

実質収支 

 

人件費 

B 

人件費率 

B/A 

（参考） 

4 年度の人件費率 

人 

5,186  

千円 

5,341,952 

千円 

92,966 

千円 

842,546 

％ 

15.8  

％ 

16.6  

   （注） 人件費には、特別職（村長、村議会議員など）に支給される給料、報酬等を含みます。 

 

 (2) 職員給与費の状況（令和 6 年度一般会計当初予算） 

職員数 

A 

給  与  費 一人当たり 

給与費 B/A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

人 

74  

千円 

246,399  

千円 

34,627  

千円 

95,541  

千円 

376,567  

千円 

5,088  

   （注）１ 特別職の支給される給料等は含まれません。 

      ２ 職員手当には退職手当及び児童手当は含まれません。 
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 (3) 平均給料月額と平均年齢の状況（令和 6年 4 月 1日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 274,300 円  310,727 円  39.3 歳  

   （注）１ 「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。 

      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われている扶養手当、時間外勤務手当 

などの諸手当（期末・勤勉手当及び寒冷地手当を除く。）の額を合計したものです。 

 

 (4) 職員の初任給の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区   分 九 戸 村 岩 手 県 国 

一般行政職 
大 学 卒 196,200 円 197,800 円 196,200 円 

高 校 卒 166,600 円 167,900 円 166,600 円 

 

 (5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 6年 4月 1 日現在） 

区  分 
経験年数 

10 年以上 15 年未満 

経験年数 

15 年以上 20 年未満 

経験年数 

20 年以上 25 年未満 

一般行政職 
大学卒 252,500 円 287,200 円 345,600 円 

高校卒 235,100 円 264,100 円 300,600 円 

   （注）経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合は採用後の年数を、採用前に民間暦等のある 

場合はその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。 

 

 (6) 一般行政職の級別職員数の状況（令和 6年 4 月 1日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１級 主事 17 人  25.0％  

２級 主任 25 人  36.8％  

３級 係長 11 人  16.2％  

４級 課長補佐 6 人  8.8％ 

５級 課長 9 人  13.2％  

   （注）１ 九戸村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

      ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

(7) 主な職員手当の状況 

  ア 期末・勤勉手当（令和 6年 4月 1日現在） 

１人当たり平均支給額（令和 5年度） 1,290 千円 

令和 5年度支給割合 
期末手当 

2.45 月分 

勤勉手当 

2.05 月分 

加算措置の状況 

（職制上の段階、職務の級等により加算措置） 

※ 一般行政職の加算率 

 役職加算 5～15％ 
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イ 退職手当（令和 6年 4 月 1日現在） 

区 分 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709   月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709   月分 

１人当たり平均支給額 10,867 千円 － 

その他加算措置 定年前早期退職特別措置（２～45％加算） 

   （注）１ 支給割合及び加算措置の内容は、国と同じです。 

      ２ １人当たり平均支給額は、令和 5 年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。 

 

ウ 時間外勤務手当 

区  分 令和 4年度決算 令和 5年度決算 

支 給 実 績 11,830 千円 8,641 千円   

職員１人当たり支給年額 184 千円 129 千円 

    （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

 エ 特殊勤務手当 

    平成 16 年度から特殊勤務手当の支給はありません。 

  

 オ 扶養手当、住居手当、通勤手当（令和 6年 4 月 1日現在） 

区 分 内       容 

扶養手当 

１ 配偶者  月額 6,500 円 

２ 子    月額 10,000 円 

３ 父母等  月額 6,500 円 

 ※ 16 歳から 22歳までの子の場合には、5,000 円加算される。 

住居手当 

１ 借家・借間居住者 

   月額 12,000 円を超える家賃を負担している職員に対し、借家の金額に 

応じ、月額 27,000 円まで。 

通勤手当 

１ 交通機関等利用者 

  運賃等に応じて月額 50,000 円まで。 

２  自家用車等利用者 

  運転等に応じ 2ｋｍ以上のものに対して月額 18,600 円まで 
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 (10) 特別職の報酬などの状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区   分 月  額 期 末 手 当 

給 料 

村 長 
518,500 円 

(610,000 円) 
（令和 5 年度支給割合） 

６月期  1.70 月分 

12 月期  1.70 月分 

  計    3.40 月分 

副村長 500,000 円 

教育長 500,000 円 

報 酬 

議 長 230,000 円 （令和 5 年度支給割合） 

６月期  1.70 月分 

12 月期  1.70 月分 

  計    3.40 月分 

副議長 182,000 円 

議 員 165,000 円 

退職手当 

村 長 給料月額×在職月数×0.4038 により算定する額 

副村長 給料月額×在職月数×0.2328 により算定する額 

教育長 給料月額×在職月数×0.18 により算定する額 

   （注）給料の（ ）内は、減額措置を行う前の金額です。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1) 職員の勤務時間（令和 6年 4月１日現在） 

１週間の勤務時間 
勤務時間の割振り 

勤 務 時 間 休憩時間 

38 時間 45分 

①午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

②午前 8時 45分から午後 5時 30分まで 

（①と②の割振りは職員間で調整） 

正午から午後 1時 

  

 (2) 年次有給休暇の取得状況（令和 5年 1月 1日～令和 5年 12 月 31 日） 

総付与日数 

A 

総取得日数 

B 

全対象職員数 

C 

平均取得日数 

B/C 

消化率 

B/A 

2,559 日 857 日 67 人 12.8 日 33.5％ 

   （注）１ 総付与日数とは、令和 5 年 1 月 1 日現在において各職員に付与された日数（前年からの 

 繰越分を含む。）の全対象職員の合計です。 

２ 全対象職員とは、令和 5 年 1 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日までの全期間を在職した 

職員のうち、当該期間の中途に採用された者及び当該期間中に退職した者並びに育児休業、 

休職の事由がある者を除いています。 

 

 (3) 病気休暇の取得状況（令和 5年度） 

区    分 人数 

公務上の又は通勤による負傷若しくは疾病 0 

結核性疾患 0 

上記以外の負傷又は疾病 2 

   （注）令和 5 年度に１週間以上連続して病気休暇をした人数です。 
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 (4) 特別休暇の導入状況（令和 6年 4月 1日現在） 

特 別 休 暇 の 種 類 付与日数・期間等 

選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間 

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共

団体の議会その他官公署へ出頭する場合 
必要な期間 

予防接種又は健康診断を受ける場合（法令又は任命権者の定める

ところによる場合に限る） 
必要と認められる期間 

骨髄提供等（親族以外）に伴い必要な検査、入院等をする場合 必要と認められる期間 

ボランティア活動（親族に対する支援となる活動を除く）を行う

場合 

一の年において５日の範囲内

の期間 

結婚をする場合 連続する７日の範囲内の期間 

妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると

認められる場合 
10 日の範囲内の期間 

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が、母子保健法の保健指導

又は健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 

村長の定める範囲内の期間 

妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があ

ると認められる場合 

適宜休息し、又は補食するた

めに必要な時間の範囲内の期

間 

妊娠中の女性職員が勤務に利用する交通機関の混雑の程度が、母

体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 

勤務時間の初め又は終わりに

おいて、１日を通じて１時間

を超えない範囲内の期間 

６週間（母性保護のため必要がある場合にあっては８週間、多胎

妊娠の場合にあっては 14 週間）以内に出産する予定である女性

職員が請求した場合 

出産の日までの請求した期間 

女性職員が出産した場合 
出産の日の翌日から８週間を

経過する日までの期間 

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時

間を請求した場合 

１日２回それぞれ１時間の期

間 

22 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までにある子の看護（負傷

し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをいう）のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日の範囲内

の期間(配偶者が就業してい

る場合又はその養育する子が

２人以上の場合にあっては

10 日) 

女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場

合 
２日の範囲内の期間 

職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められ

る場合 

村長が定める期間内における

３日の範囲内の期間 

職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校入学前

の子の養育のため勤務しないことが相当であると認められると

き 

出産前６週間から出産後８週

間の期間において５日の範囲

内の期間 
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職員の親族が死亡した場合 

死亡した親族に応じて、連続

する１～10 日（葬儀等のため

遠隔の地に赴く場合にあって

は、往復に要する日数を加え

た日数）の範囲内の期間 

配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事（配偶者、父母及

び子の死後村長の定める年数以内に行われるものに限る）のため

勤務を要しないことが相当であると認められる場合 

１日の範囲内の期間 

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場

合 

一の年の７月から９月までの

期間内において、原則として

連続する５日の範囲内の期間 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又

は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しな

いことが相当であると認められるとき 

７日の範囲内の期間 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤

することが著しく困難であると認められる場合 
必要と認められる期間 

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上にお

ける身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合 

必要と認められる期間 

日常生活を営むのに支障がある者（要介護者）の介護、世話を行

うため、勤務をしないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日（要介護

者が２人以上の場合にあって

は、10 日）の範囲内の期間 

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

一の年において５日（当該通

院等が体外受精その他の不妊

治療に係るものである場合に

あっては 10 日）の範囲内の期

間 

 

 (5) 介護休暇の取得状況（令和 5年度） 

職員が配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢等により日常生活を営むのに支障があるも

のの介護をするために、６月の範囲内で介護休暇を取得することができます。 

令和 5年度中に取得した職員はありませんでした。 

 

（6）育児休業、部分休業の取得状況 

  区       分 男性職員 女性職員 計 

令和 5年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員 1 人 0 人 1 人 

令和 5年度中に新たに育児休業を取得した職員 0 人 0 人 0 人 

令和 5 年度中に新たに育児休養が取得可能となった職員

の取得率 
0.0％ 0.0％ 0.0％ 

令和 4年度から引き続き育児休業を取得している職員 0 人 3 人 3 人 

令和 4年度中に新たに部分休業を取得した職員 0 人 0 人 0 人 

令和 4年度から引き続き部分休業を取得している職員 0 人 0 人 0 人 



8 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和 5年度） 

 (1) 分限処分 

分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、勤務実績がよくない場合

や心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合等の一定の理由がある場合、任命権者が該

当職員をその意に反して免職、休職、降任、降給のいずれかの不利益な処分を行うことをいい

ます。 

令和 5年度中に処分をうけた職員はおりませんでした。 

 

 (2) 懲戒処分 

懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持するため、職員の職務上の義務違反や公務員

としてふさわしくない非行があった場合、その同義的責任として処分を行うことをいいます。

処分には、戒告、減給、停職、免職があります。 

令和 5年度中に処分をうけた職員は 1 名おりました。 

 

６ 職員の服務の状況 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力

を挙げてこれに専念しなければならないこととされています。この趣旨を具体的に実現するた

め、地方公務員法によって、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、

職務上知り得た秘密を守る義務、政治的行為の禁止、営利企業等の従事制限など服務上の強い制

約が課せられます。 

これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、その懲戒処分の状況は、５の

(2)のとおりです。 

 

７ 職員の退職管理の状況 

  地方公務員法の一部を改正する法律が平成 28年度から施行されたことに伴い、再就職者による 

依頼等の規制について規程した「職員の退職管理に関する規則」を制定しました。 

 

８ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況（令和 5 年度） 

研修主催者 研修項目 期間 人数 

県市町村職員

研修協議会 

 

新規採用職員研修前期 3 日 4 人 

新規採用職員研修後期 3 日 4 人 

一般職員研修（基礎Ⅰ） 3 日 3 人 

一般職員研修（基礎Ⅱ） 3 日 9 人 

一般職員研修（基礎Ⅲ） 3 日 3 人 

管理者級研修 3 日 5 人 

管理者級選択講座（OJT・コーチング） 2 日 2 人 

監督者級選択講座（ファシリテーション） 1 日 2 人 

監督者能力開発講座 2 日 5 人 

管理者級研修 2 日 2 人 

人事事務研修 2 日 1 人 

税務事務研修 2 日 1 人 
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政策形成講座 3 日 1 人 

メンタルヘルス研修 1 日 2 人 

財産管理事務研修 1 日 1 人 

法規事務研修 2 日 2 人 

公営企業事務研修 2 日 1 人 

研修企画担当者研修 2 日 1 人 

リーダー養成研修 1 日 2 人 

市町村職員研修 1 日 3 人 

九戸村 

九戸村新規採用職員研修 2 日 5 人 

特定個人情報に係る安全管理者研修(二戸市、

一戸町、軽米町と共同実施) 
3 日 72 人 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 (1) 厚生福利事業の概要 

  ア 職員の健康診断の状況（令和 5 年度） 

区   分 対象者数 受診者数 受診率 

胃 検 診 51 人（35歳以上） 16 人 36.4％ 

生活習慣病予防検診 
80 人（特別職・一般職・

再任用） 
77 人 96.3％ 

乳 が ん 検 診 17 人（35歳以上） 10 人 58.8％ 

子 宮 が ん 検 診 24 人（20歳以上） 11 人 45.8％ 

ストレスチェック 
80 人（特別職・一般職・

再任用） 
79 人 98.8％ 

  

 イ 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構 

会員は全職員で、職員の掛金と公費で運営されています。 

主  な  事  業 村負担金 

ライフプラン支援事業（生涯福祉に関する事業の企画及び支援） 

（5 年度負担金総額） 

1,259 千円 

 

（負担金率） 

給料月額×3.0/1000 

給付事業（結婚祝金、弔慰金、遺児育英金等） 

健診・健康支援事業（生活習慣病予防健診等） 

貸付事業（生活資金の貸付） 

会員の資質向上、健康増進を目的とする福祉事業 

 

  ウ 九戸村職員親睦会 

    会員は全職員で、職員の掛金で運営され、公費支出はありません。 

    ○主な事業 

     ・給付事業（結婚、入院、死亡、退職、インフルエンザ予防接種助成等） 

     ・会員の相互親睦と健康増進を目的とする福利厚生事業 
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 (2) 公務災害及び通勤災害の認定状況（令和 5年度） 

前年度末 

未処理件数 
受理件数 

認定件数 
取下件数 繰越件数 

公務上 公務外 

0 2 2 0 0 0 

 

 (3) 「勤務条件に関する措置の要求」及び「不利益処分に対する不服申立て」の状況 

本村では地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第７条第４項の規定に基づき、同法第８条

第２項に規定する公平委員会の事務を岩手県に委託しています。 

令和 5年度は、該当ありません。 


